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第 1 章 相続の基礎知識  

1 相続とは何？ 

 

 相続とは，財産の承継をいいます。すなわち，相続とは人が亡くなった時，その人（「被相続

人」といいます。）が持っていた財産を，その人と一定の身分関係にある人（「相続人」といい

ます。）が，引き継ぐことをいいます。 

 

 相続財産とは，被相続人が死亡の時に有していた財産で，かつ相続人が複数いる場合に

相続人全員の共有になる財産です。 

 


